
ご面会について(令和 7 年 11 月 1 日更新) 

 

１ 面会時間 

入院患者さんの安静と療養環境を守るため、面会は必ず以下の時間内にお願いします。 

15 : 00 ~ 17 : 00 ※最終受付 16 : 45 

※週 1 回程度 1 5 分以内でお願いいたします。 

※感染症流行時には院内感染予防等の理由により、面会禁止や面会時間短縮となることがあります。  

 

２ ご面会のできる方 

・患者さまが認めた 18 歳以上の近親者 2 名までとなります。 

・入院時に面会する 2 名を決めて、「面会許可申請書」に記載し、入院病棟に提出してください。 

・手術や検査等で、上記時間以外の面会が必要な場合は病棟看護師にご相談ください。 

 

３ 面会手順 

・小児・周産期病棟は対応が異なります。直接病棟へお問い合わせください。 

・状況により面会をお断りする場合もございます。予めご了承ください。 

・面会の可否について、電話等での問い合わせには対応しておりません。 

【平日の場合】 

（１） ご来院後、そのまま病棟へお上がりください。(病棟がわからない場合は総合案内でご確認ください) 

（２） 病棟でスタッフにお声掛けください。 

（３） 面会が可能な場合、「面会者シール」をお渡しし、前胸部に貼り付けていただきます。 

病棟内では身に着けてください。 

【休日の場合】 

 （１）面会当日の流れ 

・時間外受付にて「来院者名簿」の記載をお願いします。 

・面会が可能な場合、「入館許可証」をお渡しします。病院内では身に着けてください。 

・こ帰宅時には「入館許可証」をご返却ください。 

 

 



４ 面会時の感染対策について 

・院内では常に不織布マスクを着用してください。 

・マスクを着用していただけない場合は、原則、面会ができませんのでご注意ください。 

・面会される方の体温、風邪症状の有無を確認し、5 日以内に感染症の方と接触がないか確認いたします。 

 

５ 面会の注意点 

・お見舞い用の生花や鉢植え等の病院への持ち込みはご遠慮ください。 

・入院患者さんの安静と療養環境保持のため、病棟内では病棟スタッフの指示に従ってください。 

・病棟内での飲食はご遠慮ください。 

 

６ 面会場所 

（１）病室 ※同室者の療養に影響がないよう配慮願います。 

（２）病棟ラウンジ ※ご自身で移動できる方 

（３）病棟デイコーナー ※ご自身で移動できる方 

なお、安静が必要な患者さまの場合、面会をお控えいただく場合がございます。 

また、状況によっては、病棟内でのリモート面会となる場合もございます。病棟スタッフがご案内いたします。 

 

７ 新型コロナに感染された方の面会について 

感染後 8 日以降で症状がない場合の面会をお願いします。 

※ 厚生労働省は新型コロナ感染後の隔離期間を 5 日に変更しましたが、この時点でもウイルスが検出 

される方がみられるためみなさまに安心して治療に専念していただけるよう、当院では従来通り隔離期間

を 7 日とし、感染後 8 日以降の場合に、面会を可能としております。 

※ 手術当日、病状説明、出産時、患者さまの病状による面会はこの限りではありません。 

また、新型コロナウイルス変異株の出現や再流行等感染症の発生状況によっては急な変更もあり得る

こともご了承ください。 

ご不明な点は病院職員へお問い合わせください。 


